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※ 土地等の評価明細書作成コーナーは、スマートフォンではご利用いただけません。
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１ はじめに



1.1 本マニュアルについて

本マニュアルでは、土地等の評価明細書を作成する場合の操作手順について説明します。
本マニュアルの対象範囲は、以下のフロー図の点線枠内のとおりです。

トップ画面

事前準備

電子申告等データの内容確認（データ保存）

終了（ご利用ありがとうございました）

贈与税の申告書の作成を開始する前に

ご利用に当たっての留意事項

土地等の評価明細書の入力

土地等の評価明細書（第１表）の入力

土地等の評価明細書（第２表）の入力

土地等の評価明細書の計算結果の確認

土地等の評価明細書の入力結果

土地等の評価明細書の作成

■ 申告書作成のフロー

生年月日等の入力
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1.1.1 本マニュアルの範囲



本マニュアルでは、次の記号を使用しています。

用語 説明

土地等の評価明細書
相続税または贈与税の申告に際し、土地及び土地の上に存す
る権利の価額を評価するための明細書のことをいいます。

路線価
路線（道路）に面する標準的な宅地の１平方メートル当たり
の価額（千円単位で表示しています。）のことをいいます。

貸宅地
借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地の
ことをいいます。

貸家建付地 貸家の敷地の用に供されている宅地のことをいいます。

借地権
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことを
いいます。詳しくはタックスアンサーで確認できます。

借地権割合

借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基と
して評定した借地権の価額の割合のことをいいます。
※国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率
表」で確認することができます。

借家権割合
国税局長が定める割合のことをいいます。
※国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率
表」で確認することができます。

賃貸割合

貸家に係る各独立部分がある場合に、その各独立部分の賃貸
の状況に基づいて、次の算式により計算した割合のことをい
います。

Ａのうち課税時期において賃貸されている
各独立部分の床面積の合計

当該家屋の各独立部分の床面積の合計（Ａ）

正面路線

原則として、その宅地の接する路線価に奥行価格補正率を乗
じて計算した金額の高い方の路線のことをいいます。
※国税庁ホームページ「土地及び土地の上に存する権利の評
価についての調整率表」で確認することができます。

凡例 説明

知っておく必要または注意する必要がある重要事項を記載。

知っておくと便利な補足情報。

このマニュアルの事例に直接関係しない入力事項を記載。

注意

参考

こんなときは？
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1.1.2 用語説明

1.1.3 凡例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-5-4n.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-5-4n.pdf


２ 土地等の評価明細書作成



2.1 操作画面について

2.1.1 贈与税の申告書の作成を開始する前に

土地等の評価明細書を作成するため「土地等の評価明細書作成開始」を
クリックします。
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2.1.2 ご利用に当たっての留意事項

「土地等の評価明細書作成コーナー」をご利用になる際の留意事項を確認
したら「次へ」をクリックします。

「土地等の評価明細書作成コーナー」は、贈与を受けた土地等の評価を行い、「土地及
び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成するコーナーです。
このコーナーで評価を行うことができる土地は、次の⑴から⑶の全てを満たすものに限

ります（ただし、全てを満たしていても、ご利用になれない場合があります。）。
⑴ 地目が宅地であること
⑵ 形状がほぼ長方形（正方形）であること
⑶ 利用状況が①自用地、②借地権、③底地（借地権が設定されている宅地）及び④貸家
建付地（貸家の敷地）のいずれかであること
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注意

https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/zoyozei/zoyozeisonota/tochihyokameisai/hitaishosha.html


2.1.3 土地等の評価明細書の入力

2.1.4 土地等の評価明細書（第１表）の入力

評価する宅地について、該当するものをクリックします。
（本マニュアルでは「１つの道路に接している宅地」を選択した場合について説明します。）

評価する宅地の所在地番等を入力します。
なお、「所有者コピー」をクリックすると、「⑶評価する宅地の所有者」

で入力した住所（所在地）及び氏名（法人名）を「⑷評価する宅地の使用
者」欄にコピーすることができます。

■ 評価する宅地の所在地番等の入力
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■ 評価する宅地の路線価等の入力

評価する宅地の路線価等を入力します。
なお、「路線価図等の閲覧」をクリックすると、路線価を確認することが

できます。

入力した内容に誤りがなければ「入力終了」をクリックします。
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『２つの道路（正面と側面）に接している宅地』
をクリックした場合

８ページの「2.1.3 土地等の評価明細書の入力」画面については、クリックしたボタンの

種類に応じて表示される入力画面が変わります。

次の入力画面は「２つの道路（正面と側面）に接している宅地」をクリックした場合の入力

画面です。

こんなときは？
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2.1.5 土地等の評価明細書（第２表）の入力

「借地権割合」、「借家権割合」及び「賃貸割合※」を入力します。入
力した内容に誤りがなければ「入力終了」をクリックします。

※ 「賃貸割合」は、「貸家建付地」の場合にのみ入力します。

【利用区分が「貸宅地」、「貸家建付地」及び「借地権」の場合】
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８ページの「2.1.3 土地等の評価明細書の入力」画面でクリックしたボタンの種類及び「正面
路線」の判定結果に応じて表示される入力画面が変わります。

『２つの道路（正面と側面）に接している宅地』で
Ｂの道路が『正面路線』と判定された場合の入力画面

８ページの「2.1.3 土地等の評価明細書の入力」画面で「２つの道路（正面と側面）

に接している宅地」をクリックし、Ｂの道路が「正面路線」と判定された場合に表示され
る入力画面です。

こんなときは？

12

参考

●



2.1.6 土地等の評価明細書の計算結果の確認

入力した内容（路線価、地積など）が表示されますので、入力した内容に
誤りがないか確認し、誤りがなければ「確認終了」をクリックします。
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2.1.7 土地等の評価明細書の入力結果

入力した内容（所在地番、面積など）が表示されますので、入力した内
容に誤りがないか確認し「入力終了」をクリックします。

※上記の「土地等の評価明細書の入力」は、提出方法が「e-Tax（マイナンバーカード方式）」を選択
している場合の画面です。

「書面提出」を選択している場合の画面は、次のページをご確認ください。
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参考

評価する宅地が複数（※10件が入力上限）ある場合には、「土地等の評価明細書の追加」の該当する
ボタンをクリックすることで作成する「土地等の評価明細書」を追加することができます。



「書面提出」の場合は「贈与税の申告書の作成の有無の確認」が表示されますので、該当する項目に
チェックを入れてください。

「書面提出」の場合の
「土地等の評価明細書の入力」画面

こんなときは？
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参考



2.1.8 生年月日等の入力

受贈者（財産をもらった人）の生年月日、住所、氏名等を入力し「申告書等
作成終了」をクリックします。

「生年月日等の入力」画面以降は、画面の案内に沿って操作を進めます。
なお、「ご利用ありがとうございました」画面の「贈与税申告書作成開始」をクリッ

クすると、「土地等の評価明細書作成コーナー」で入力した情報を利用して贈与税の申
告書を作成することができます。
※入力した生年月日、住所、氏名等は、贈与税の申告書等への表示や特例の適用要件
の判定に使用されます。
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注意


	既定のセクション
	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16


